
 

申込み後欠席される場合はご連絡ください。 

 

 
  

 

 

 

長時間労働の是正など、働き方改革に係わる労働基準法はじめ労働関係法が改正されています。

時間外労働の上限規制、３６協定、賃金請求権の消滅時効期間の延長など、労働基準法も多くの改

正点があります。また、パートタイム・有期雇用労働法も改正され、正規・非正規雇用労働者の間

の不合理な待遇差解消が、中小企業へも２０２１年４月から施行となり対応が必要です。 

当協会では、名古屋南労働基準監督署ご後援のもと、労働基準法及び関係法令の改正内容、労務

管理上の留意点などを解説して頂く説明会を下記のとおり開催いたします。事業主をはじめ、人事・

労務・安全衛生担当者など、多数の方に参加していただきますようご案内申し上げます。 

記 
 

１．日  時 ： ２０２１年１０月２５日（月） １３：５０～１６：３０ 

２．会  場 ： 名古屋港湾会館 ２階第１会議室 （名古屋市港区港町１番１１号） 

３．受 講 料 ： 無 料 

４．定  員 ： ７０名（先着順にて受付、定員になり次第、締切らせていただきます。） 

           新型コロナウイルス感染症対策で定員を半減しています。 

５．内  容 ： ◎改正労働基準法の留意点について   

     名古屋南労働基準監督署 第一方面主任監督官 

   ◎改正育児・介護休業法について等 
 愛知労働局 雇用環境･均等部 指導課 

６．申 込 み ： 下記申込書に記入の上、(一社)名古屋南労働基準協会までＦＡＸでお申込みください。

※ 受付確認後ＦＡＸにて返送いたします。 

※ 当日、受付印のある用紙をご持参ください。 

７．問合せ先 ： 一般社団法人名古屋南労働基準協会 

   〒455-0014 名古屋市港区港楽 1-2-2  TEL 052-651-9246 FAX 052-651-1411  

講習会当日は、新型コロナウイルス感染防止のためマスク着用、受付での検温などにご協力をお願いすると共に、
発熱風邪等の症状がある方はご遠慮ください。また、申込み後欠席される場合は、事前に連絡願います。 

-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･--･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･- 
２０２１年度第２回 労務管理講習会 申込書（兼受講票） 

※記入不要  

受講日 ２０2１年１０月２５日（月） 

  

 ※受付日  

フリガナ  
役 職  

 ※受付番号  

氏 名  

 ※受付印  フリガナ  
役 職  

氏 名  

勤務先（個人申込みの方はご連絡先を記入） 

事業場名 
（規模）  人 

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

所在地 
〒 

担当者 
（所属） 

（氏名） 

●この受講申込書の個人情報は講習会の受講資料として使用し受講者の同意なく目的外に利用することはありません。 

  一般社団法人名古屋南労働基準協会長 殿 

主催 一般社団法人名古屋南労働基準協会 

後援 名 古 屋 南 労 働 基 準 監 督 署 

参加 
無料 

２０２１年度第２回 


